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（組合の主張） 

・モチベーション維持のために、希望に則った
適性検査の受検を認めること。 

・自分のキャリアを描いて乗務員区に戻るとい
う考えがあるならば、継続して受検できるよ
うにすべきだ！ 

《会社の主張》 
・来年度のスケジュール、カリキュラムは決まってない。例年でもこの時期に固まっていない。調整中で
あり、社員周知はまだできる状態ではない。 

・研修センターのスケジュールは、長期研修・短期研修・日帰り研修で詰まっている。１箇所を修正する
と、１年間の計画を全部修正しなければならない。そのため全体のバランスを見て調整している。 

・養成時期について、労使議論してきたことを踏まえて提示する。 

《確認事項》 

・今施策の実施により、今後の終身雇用・年功賃金の雇用契約を変更することではない。 
・出向は原則３年以内である。 
・今施策で転籍はない。 
・出向に行く場合は本人希望を尊重する。異動全般そのようなスタンスで行っている。 
・ことさら出向のみを取り立てて推奨するものではない。 
・団体交渉で確認したことに踏まえて、新たなジョブローテーションを実施する。 
 

（組合）変わっていく経過は労使で見ていかなければならない。安全や働きがいが向上するジョブローテ
ーションの実施であると確認した。問題があれば労使で議論する必要がある。 
（会社）回答に記載した通り、提起があれば議論したい。 
 
 

（会社の主張） 

・業務に必要な資格を必要の都度取得する。 
・適性検査とモチベーションはリンクしない。 
・ライフサイクル深度化と違い、転勤先から運転士
に戻れるとは限らない。 
・希望に基づいて受検することは趣旨に合わない。 
 


